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開催

厚生労働省が運営するハローワークインターネットサービス
ではハローワークと同じ求人を閲覧することができます。
また、ハローワークへの求職登録もハローワークインター
ネットサービス上で行うことができます。 

ハローワークインターネットサービス
(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/)

ハローワークでは仕事を探している人の職業相談に応じたり、 求人
情報等を提供して職業の紹介を行っています。 また、就職後に職場でそ
の能力が十分発揮できるように、助言、援助を行ったり、さらに必要な場
合には公的職業訓練のあっせんもしています。 
福岡県内のハローワークには毎日多くの方々が職業相談に来られます。
あらたに就職したり、転職したいとき、どういう職業につけばいいか迷っ

ているときなどは、ハローワークを積極的に利用しましょう。

※詳細はマザーズハローワーク北九州のホームページでもご確認いただけます。
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/hw/
kankatsu_shozaichi/kikan02/mh-tenjin-kitakyushu-top.html

○　スマホやPCからご利用いただけるオンライン職業相談も
　実施しています。



AIMビル2階ウーマンワークカフェ北九州内に 「福岡県ママと女性の
就業支援センター」を設置し、就職を希望する子育て中の女性等を対
象に、就業相談から就職あっせんまでをワンストップで行っています。
門司区(風師児童館)、小倉南区(生涯学習センター)、 八幡西区
(子どもの館)では毎月出張相談も実施しています。
○将来のキャリアに関する相談
キャリアコンサルタントが複数回の面談を実施し、求職者のキャリアプ

ランシートの作成の支援や、目標の達成に向けたスキルの習得のための
リスキリングに関する情報提供を行います。

○就職相談・情報提供
就職に関する様々な相談や情報提供などの就職支援を行っています。

○求人開拓・就職あっせん
求職者に対し、 コーディネーターが個別に就職あっせんを行い、
求人企業とのマッチングを行います。 また､採用面接への同行や就職
後のフォローも行っています。
※あっせんを受けるには登録が必要です。

○就職サポートセミナー
応募書類の書き方や面接の受け方など就職活動に役立つ講座を
実施しています。

○女性のための合同会社説明会
時間的制約の多い子育て女性が身近な地域で就職できるよう合同
会社説明会を開催しています。

〇女性デジタル人材育成・就業支援事業
「オンラインによるIT研修」と「就労のあっせん」が一体となったプロ
グラム事業を実施します。

就職に有利となるように、資格習得を目指します。
・各種パソコン講座（エクセル3級、ワード3級、弥生会計 他）
・医療事務、介護事務、調剤薬局事務
・日商簿記
・色彩検定
・介護職員初任者研修 など
　※講座の内容は変わることがあります。

マザーズハローワーク北九州と連携し、新しい求人情報の紹介や、
面接の受け方についての講習などを内容とした就職相談会を毎月1回
開催しています｡

ひとり親（母子・父子）家庭の親及び寡婦の自立促進と生活の安定を
図るため、就労に必要な知識、技術の習得を目的とした講習会を開催
しています。 また､就職相談会も行っています｡いずれも無料です。
市政だよりやリーフレットで案内していますのでご利用ください。

ひとり親家庭の父母が求職活動を行う際に、専門のプログラム策定
員が求職活動に関するノウハウの提供や、個別のプログラムの策定な
どにより支援を行います。

母子家庭、父子家庭、寡婦とその扶養する児童(子)が就職するために
必要な知識技能を習得するのに必要な資金を貸し付けるものです。

児童(子)が知識技能を習得する資金で、 貸付期間は5年以内です。

母親、父親、寡婦が自ら知識技能を習得する資金で、貸付期間は
5年以内です。利用される例としては、次のようなものがあります。

美容師、理容師、看護師、調理師、理学療法士、和裁、洋裁、
自動車運転免許などの技能習得のための費用

特定求職者雇用開発助成金は、ハローワーク又は一定の要件を
満たす特定地方公共団体、無料・有料職業紹介事業者等の紹介により、
母子家庭の母・父子家庭の父などを常用労働者として雇い入れた
事業主に対して賃金の一部を助成するもので、母子家庭の母・
父子家庭の父などの雇用機会の増大を図ることを目的としています。

福岡県ママと女性の就業支援センター

福岡県ママと女性の就業支援センター



受講料の60%（修学年数×40万円の合計が160万円
を超えるときは160万円まで。1万2千円未満は対象外）

・看護師、准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士
・歯科衛生士・自動車整備士・調理師・臨床検査技師・社会福祉士
・製菓衛生師・美容師・栄養士・理容師・鍼灸師・精神保健福祉士
・シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格 等
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6ヶ月

①受講開始時給付金 受講費用の30%
 （上限7万5千円まで。4千円以下は対象外。）
②受講修了時給付金 受講費用の40%
 （①、②の合計額が上限10万円まで。
  4千円以下は対象外。）
③合格時給付金 受講費用の20% 
 （①、②、③の合計額が上限15万円まで。）

北九州市社会福祉協議会　自立支援課
生活福祉資金相談コーナー ☎８８２-４４０５



ほっと子育てふれあいセンター
子どものショートステイ・トワイライトステイ

https://kosodate-piacere.jp

　　　　　   、また、 「親子のための相談LINE]では、子育てに不安を
抱える保護者 からの相談を「LINE]にて受けています。

親子のための相談LINE



お母さんやお父さんが働いていたり、病気などで家庭で子どもの保育が
できなくなったときに、お子さんをお預かりする次のような制度があります。

▼保育所
小学校入学前のお子さんを､家庭で保育する人がいない場合に、
保護者にかわって市内の保育所でお預かりしています。
★入所／概ね生後6か月から小学校入学前の3月31日まで、又は
　　　　乳児受入(専門)保育所(市内18所)では概ね生後3か月
　　　　からお預かりしています。
★保育時間／7:30~17:50
★保育料／各世帯の市民税額に応じて決まります。
※ひとり親世帯等の軽減制度があります。

▼家庭的保育
保護者の就労等で保育を必要とする生後57日目から3歳未満の

お子さんを、保育士等の資格を持つ家庭的保育事業者が自宅等を
開放して保育します。
▼小規模保育
保護者の就労等で保育を必要とする概ね生後6か月から3歳未満
のお子さんを定員「6人以上19人以下」で保育します。事業所の
設備や運営に関する基準、給食の提供、保育料などは、基本的に
認可保育所と同じです。
▼事業所内保育
概ね生後6か月から3歳未満のお子さんを対象に、会社の事業所の
保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。
事業所の設備や運営に関する基準、給食の提供、保育料などは、
基本的に認可保育所と同じです。
▼認定こども園
幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、地域の子育て支援を行う
施設です。

このほか、多様化する保育ニーズにお応えして、いろいろな保育を
行っています。

各保育施設の一覧は北九州市HP
「くらしの情報 ＞ 子育て」でご覧ください。

※利用できる内容については、各保育施設で異なります。

383-8385
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問い合わせは各施設へ



こども若者成育課

保護者が病院等のため、家庭での養育が一時的にできない場合、
児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合、レスパイト・
ケアや育児不安から親子での入所が必要な場合に、児童養護施設等
で子どものお世話をします。



親子交流（面会交流）支援事業


